
 

   久万高原町魅力ある産業づくり・起業者支援事業補助金交付要綱 

令和６年４月２２日 

告示第４３号 

 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、町内の地域産業の更なる振興、今後の安定的な事業継続

や円滑な事業承継及び本町で起業を志す事業者を支援するために交付する補

助金（以下「補助金」という。）に関し、久万高原町補助金交付規則（平成１

６年久万高原町規則第４４号）に定めるもののほか、この告示の定めるところ

により予算の範囲内で補助金を交付する。 

 （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

 （１） 事業者 町内に本店所在地及び主たる事業所を置く法人又は町内に

住所を有する個人をいう（予定者を含む）。 

 （２） 起業 事業を営んでいない者又は申請月の６ヶ月前以降に創業した

事業者で、法人にあっては会社の設立、個人にあっては開業をいう。 

 （３） 業種 日本標準産業分類における各中分類項目をいう。 

 （４） 新商品 次のいずれかに該当する技術又は製品で、他者の知的財産

権を侵害するものでないものをいう。 

   ア 事業者が新たに開発する技術又は製品であって、市場に同様の技術

又は商品がないもの。 

   イ 市場にある同様の技術又は製品に比べて、素材、手法、外形、機能

等の点で優位性を有するもの。 

   ウ 事業者が既に保有する技術又は製品を改良することにより、当該事

業者が経営基盤の強化又は事業規模の拡大を図ることができるもの。 

 （５） 空き店舗 店舗又は事務所の用に供していた施設のうち、現に営業

していないもの。 

 （６） 事業承継 法人にあっては、代表者の交代など、後継者が事業を承

継することをいい、個人にあっては、先代経営者の廃業・後継者の開業



 

など、後継者が事業を承継することをいう。 

 （７） 事業継続 法律等の改正により既存店舗、加工場等の改修、新設に

よって各種の許認可を受ける必要があり、引き続いて事業の継続を行う

もの。 

 （補助対象事業） 

第３条 次の各号の事業について１回限り助成を行うものとする。 

 （１） 起業支援事業（起業に必要な経費） 

 （２） 新商品開発支援事業（商品開発に必要な調査研究費及び備品等） 

 （３） 空き店舗活用促進事業（空き店舗の改修や内装のリフォーム及びそ

れに伴う付属設備等） 

 （４） 事業承継支援事業（法人にあっては本補助金により実施する改修工

事等を契機に代表者変更の登記を行う場合、個人にあっては、本補助金

により実施する改修工事等を契機に、店舗経営者の交代を行う場合） 

 （５） 事業継続支援事業（法律等の改正に対応した店舗、施設の改修及び

付属備品の購入等を行う場合） 

２ 補助対象事業は、補助事業完了年度から起算して５年以上継続しなければ

ならない。 

 （補助対象者） 

第４条 補助の対象となる者は、町内で事業を営むこととし、かつ業種は次の

各号に掲げるものとする。 

 （１） 農業、林業 

 （２） 製造業 

 （３） 情報通信業 

 （４） 卸売業、小売業 

 （５） 学術研究、専門・技術サービス業 

 （６） 宿泊業、飲食サービス業 

 （７） 生活関連サービス業、娯楽業 

 （補助の対象とならない事業者） 

第５条 次の各号に掲げる事業者にあっては、交付の対象とならない。 

 （１） 国及び法人税法（昭和４０年法律第３４号）別表第一に規定する公



 

共法人 

 （２） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）第２条に定める風俗営業及びこれに類する営業行うもの 

 （３） 政治団体 

 （４） 宗教上の組織又は団体 

 （５） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号から第６号までに規定する暴力団の構成員等に該

当するもの 

 （６） 久万高原町産業振興支援事業（平成３０年久万高原町告示第１１号）

の補助金を受けている者 

 （７） 前各号に掲げるもののほか、補助金の趣旨、目的に照らして適当で

ないと町長が判断するもの 

 （補助対象経費） 

第６条 補助の対象となるものは、調査研究費、建物や構築物の建築・改修費、

車両及び運搬具、機械・器具・備品等（以下「備品等」という。）の購入費と

する。 

２ 備品等の購入については、減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和４

０年大蔵省令第１５号。以下「財務省令」という。）で定めた耐用年数が５年

以上のものを対象とする。また、補助対象経費について、汎用性が高く、事業

目的の遂行に係る用途以外に利活用が可能となるものについては、補助の対象

としない。 

 （補助金の額） 

第７条 補助金の額は、第３条第１項各号の事業について対象経費の３分の２

以内（上限２００万円、下限４０万円）とする。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に１，０００円未満の端数があると

きは、その端数を切り捨てるものとする。 

３ 補助額の算定にあたり、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）で定めら

れた課税事業者については、事業の実施に係る消費税及び地方消費税について、

これを補助の対象としない。 

 （事前協議） 



 

第８条 この告示の適用を受けようとするものは、その内容について事前に町

長と協議しなければならない。 

 （補助金の交付申請） 

第９条 補助事業者は、久万高原町魅力ある産業づくり・起業者支援事業補助

金交付申請書（様式第１号）に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出

しなければならない。 

 （１） 事業計画書 

   ア 起業支援事業（様式第２号） 

   イ 新商品開発支援事業（様式第２号その１） 

   ウ 空き店舗活用促進事業（様式第２号その２） 

   エ 事業承継支援事業（様式第２号その３） 

   オ 事業継続支援事業（様式第２号その４） 

 （２） 収支予算書（様式第３号） 

 （３） その他町長が必要と認める書類 

２ 事業の着手は、補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、緊急

かつやむを得ない事情により交付決定前に着手する必要があると認められる

場合は、あらかじめ久万高原町魅力ある産業づくり・起業者支援事業交付決定

前着手届（様式第１号その２）を町長に提出しなければならない。 

 （補助金の交付決定） 

第１０条 町長は、前条第１項の規定による交付申請があったときは、その内

容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付決定を行い、久万高原町魅力あ

る産業づくり・起業者支援事業補助金交付決定通知書（様式第４号）により申

請者に通知するものとする。 

２ 町長は、補助金の交付決定をする場合において、次の各号に掲げる条件を

付するものとする。 

 （１） 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困

難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けな

ければならない。 

 （２） 補助事業により取得し、又は価値が増加した財産については、財務

省令に定められている耐用年数等に相当する期間（同令に定めがない財



 

産については、町長が別に定める期間）内において、町長の承認を受け

ないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、

又は担保に供してはならない。 

 （３） 町長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった

場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。 

 （４） 補助事業により取得し、又は価値が増加した財産については、善良

に管理するとともに、補助金の交付目的に従って効果的な運用を行わな

ければならない。 

 （５） 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、こ

れらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管しな

ければならない。 

 （６） 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの。 

 （事業の変更又は中止の承認申請書） 

第１１条 補助事業者が補助事業を変更又は中止しようとするときは、久万高

原町魅力ある産業づくり・起業者支援事業変更（中止）承認申請書（様式第５

号）に次の各号に掲げる書類を町長に提出して、変更又は中止の決定を受けな

ければならない。ただし、町長が軽微な変更で特にその必要がないと認めると

きは、この限りではない。 

 （１） 変更収支予算書（様式第６号） 

 （２） 前号に掲げるもののほか、補助事業の内容の変更に関し参考となる

書類 

 （事業の変更又は中止の承認） 

第１２条 町長は、前条の規定による承認申請があったときは、その内容を審

査し、承認すべきと認めたときは、久万高原町魅力ある産業づくり・起業者支

援事業変更（中止）承認通知書（様式第７号）により補助事業者に通知するも

のとする。 

（補助金の概算払） 

第１３条 町長は、補助事業の実施上必要があると認めたときは、当該補助事

業の完了前に補助金決定額の全部又は一部を概算払することができる。 



 

２ 補助事業者が、前項の概算払を受けようとするときは、久万高原町魅力あ

る産業づくり・起業者支援事業補助金概算払請求書（様式第８号）を町長に提

出しなければならない。 

 （実績報告） 

第１４条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、久万高原町魅力ある産

業づくり・起業者支援事業実績報告書（様式第９号）に次の各号に掲げる書類

を添えて、補助事業完了の日から起算して２０日以内又は補助金の交付決定の

あった日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに町長に提出しな

ければならない。 

 （１） 収支決算書（様式第１０号） 

 （２） 完成が確認できる写真（工事写真、改修写真、備品購入写真等） 

 （３） その他町長が必要と認める書類 

 （補助金額の確定） 

第１５条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、必要な審

査等を行い、その報告にかかる補助事業が補助金交付決定の内容及びこれに付

した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、久万高

原町魅力ある産業づくり・起業者支援事業補助金額確定通知書（様式第１１号）

により補助事業者に通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第１６条 補助事業者は、前条の規定による補助金の確定通知を受けたときは、

久万高原町魅力ある産業づくり・起業者支援事業補助金精算交付請求書（様式

第１２号）を町長に提出するものとする。 

 （補助金の交付決定の取消し及び返還） 

第１７条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助

金の交付決定の全部又は一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一

部の返還を求めることができる。 

 （１） 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。 

 （２） 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助事業の実

施について不正な行為をしたとき。 

 （３） 事業計画書に記載した成果目標を達成できなかったとき。 



 

 （４） 事業完了年度から起算して５年以内に第４条に規定する者でなくな

ったとき 

 （５） この告示の規定に違反する行為をしたとき。 

 （その他） 

第１８条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公表の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

（告示の失効) 

２ この告示は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日ま

でに行われた第１５条に規定する補助金額の確定、第１６条に規定する補助金

の請求及び第１７条に規定する補助金の交付決定の取消し及び返還に関する

事項については、同日後もなおその効力を有する。 


